
JP 2018-16570 A 2018.2.1

(57)【要約】
【課題】より優れた爪への密着性を有し、塗布しやすい適度な粘度を有することを特徴と
する美爪料を提供する。
【解決手段】以下の（Ａ）～（Ｃ）を含有し、組成物不揮発分中の３０重量％以上が水酸
基含有（メタ）アクリレート　（Ａ）である美爪料。
水酸基含有（メタ）アクリレート　（Ａ）
不飽和基を有するシランカップリング剤　（Ｂ）
光重合開始剤（Ｃ）
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
以下の（Ａ）～（Ｃ）を含有し、組成物不揮発分中の３０重量％以上が水酸基含有（メタ
）アクリレート　（Ａ）であることを特徴とする美爪料。
水酸基含有（メタ）アクリレート　（Ａ）
不飽和基を有するシランカップリング剤　（Ｂ）
光重合開始剤（Ｃ）
【請求項２】
更に、シリカ粒子（Ｄ）を含有する請求項１記載の美爪料。
【請求項３】
更に、ウレタンアクリレートオリゴマー（Ｅ）を含有する請求項１又は２記載の美爪料。
【請求項４】
ベースコートとして使用されるものである請求項１，２又は３記載の美爪料。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、美爪料に関する。
【背景技術】
【０００２】
近年、爪の美容のために使用される美爪料は、爪上に塗布した後に紫外線、ＬＥＤ等のエ
ネルギー線照射を行って硬化させることで樹脂層を爪の上に形成させるものである（特許
文献１、２等）。これらは、爪の保護、光沢の付与等のほかに、ネイルアート等において
も使用される。
【０００３】
このような美爪料においては、爪に好適に塗布できるよう適度な粘度を有したものとする
こと、爪への密着性に優れること、長期間にわたって安定した外観を維持することができ
る樹脂層を形成できること、安定した硬化を行うことができること等の機能が求められて
いる。更に、塗布時において適度な塗布性能を得るために、適度な粘性を有することが好
ましい。特に、近年はネイルアートも盛んになっているため、形成したネイルを長期間に
わたって美観を維持した状態で保つことも求められる。
【０００４】
しかしながら、公知の美爪料は、このような機能をすべて満足することはなく、特に、爪
との密着性の改善が要求されている。これらの目的を達成しつつ、発色性、光沢性、硬化
性能、硬化後被膜の硬度等の美爪料に必要とされるすべての機能を備えたものとすること
は容易ではなかった。
【０００５】
特許文献１には、ラジカル重合性不飽和結合を有するシランカップリング剤を使用した人
工爪原料組成物が開示されている。しかし、特許文献１においては、水酸基含有（メタ）
アクリレートの使用量が少ないことから、充分な密着性を得ることができず、この点で改
善の余地があった。
【０００６】
特許文献２には、水酸基含有アクリレートを主要な原料として使用する人工爪組成物が開
示されている。しかし、その使用量は２０重量％以下である。更に、本発明者らが目標と
する密着性という観点からは、その性能は必ずしも十分なものではなかった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２０１５－２０９３７５号
【特許文献２】特開２０１４－２３５９０号
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
本発明は上記に鑑み、より優れた爪への密着性を有し、塗布しやすい適度な粘度を有する
ことを特徴とする美爪料を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
本発明は、以下の（Ａ）～（Ｃ）を含有し、組成物不揮発分中の３０重量％以上が水酸基
含有（メタ）アクリレート　（Ａ）であることを特徴とする美爪料である。
水酸基含有（メタ）アクリレート　（Ａ）
不飽和基を有するシランカップリング剤　（Ｂ）
光重合開始剤（Ｃ）
【００１０】
上記美爪料は、更に、シリカ粒子（Ｄ）を含有することが好ましい。
上記美爪料は、更に、ウレタンアクリレートオリゴマー（Ｅ）を含有することが好ましい
。
上記ベースコートとして使用されるものであることが好ましい。
【発明の効果】
【００１１】
本発明の美爪料は、爪への密着性に優れ、更に、形成された樹脂被膜の性能も優れ、更に
、適度な粘度であることから、塗布性においても良好な性能を有するものである。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
以下に、本発明を詳細に説明する。
本発明の美爪料は、不飽和基を有するシランカップリング剤（Ｂ）を必須成分とするとと
もに、水酸基含有（メタ）アクリレート（Ａ）を組成物不揮発分中に対して３０重量％以
上という高い割合で使用することに特徴を有するものである。
【００１３】
すなわち、不飽和基を有するシランカップリング剤は、不飽和基が水酸基含有（メタ）ア
クリレート（Ａ）のアクリレート基等の不飽和基の光重合反応に関与することで、被膜中
に取り込まれ、かつ、シリケート基が皮膚上の水との反応によって反応を生じ、これによ
って爪との極めて強固な密着性を有することとなる。また、水酸基含有（メタ）アクリレ
ート（Ａ）を３０重量％以上という量で配合していることから、水酸基による密着性の効
果が高められる。
【００１４】
本発明で使用することができる水酸基含有（メタ）アクリレート（Ａ）としては、特に限
定されず、２－ヒドロキシエチル（メタ）アクリレート、２－ヒドロキシプロピル（メタ
）アクリレート、４－ヒドロキシブチル（メタ）アクリレート、１，３－ブタンジオール
（メタ）アクリレート、１，４－ブタンジオール（メタ）アクリレート、１，６－ヘキサ
ンジオール（メタ）アクリレート、３－メチルペンタンジオール（メタ）アクリレート等
を挙げることができる。これらの２種以上を併用して使用するものであってもよい。
【００１５】
上記水酸基含有（メタ）アクリレート（Ａ）は、美爪料の固形分中３０重量％以上の割合
で含まれるものである。このように多量に水酸基含有（メタ）アクリレート（Ａ）を配合
することで、爪上の水酸基と結合すると推測されるので強力な密着性を得ることができる
点で好ましい。更に、以下で詳述する不飽和基を有するシランカップリング剤（Ｂ）との
間でも水酸基の反応による結合を形成し、強力な被膜を形成する上で有効に作用する。
【００１６】
上記配合量は、３５重量％以上であることがより好ましい。また、配合量の上限は特に限
定されるものではないが、５０重量％以下であることがより好ましい。
【００１７】
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上記不飽和基を有するシランカップリング剤（Ｂ）は特に限定されず、３－メタクリロキ
シプロピルトリメトキシシラン、３－メタクリロキシプロピルトリエトキシシラン、３－
アクリロキシプロピルトリメトキシシラン、３－アクリロキシプロピルトリエトキシシラ
ン、３－メタクリロキシプロピルメチルジメトキシシラン、３－メタクリロキシプロピル
メチルジエトキシシラン、２－メタクリロキシプロピルトリメトキシシラン、２－メタク
リロキシプロピルトリエトキシシラン、Ｎ－２（アミノエチル）γ－アミノプロピルメチ
ルジメトキシシラン、Ｎ－２（アミノエチル）γ－アミノプロピルトリメトキシシラン、
Ｎ－２（アミノエチル）γ－アミノプロピルトリエトキシシラン、３－アミノプロピルト
リエトキシシラン、３－アミノプロピルトリメトキシシラン、ビニルトリエトキシシラン
、ビニルトリメトキシシラン等が挙げられる。これらの中でも、３－メタクリロキシプロ
ピルトリメトキシシラン、３－メタクリロキシプロピルトリエトキシシラン、３－アクリ
ロキシプロピルトリメトキシシラン、３－アクリロキシプロピルトリエトキシシラン、３
－メタクリロキシプロピルメチルジメトキシシラン、３－メタクリロキシプロピルメチル
ジエトキシシラン、２－メタクリロキシプロピルトリメトキシシラン、２－メタクリロキ
シプロピルトリエトキシシラン等のアクリロイル基及び／又はメタクリロイル基を有する
シランカップリング剤等を挙げることができる。これらの２種以上を併用して使用するも
のであってもよい。
【００１８】
上記不飽和基を有するシランカップリング剤（Ｂ）の配合量は特に限定されるものではな
いが、好適には組成物不揮発分中０．５～１．０重量％の割合であることが好ましい。０
．５重量％未満であると、密着性不足という点で好ましくなく、１．０重量％を超えると
耐久性という点で好ましくない。
【００１９】
本発明の美爪料は、光重合開始剤（Ｃ）を含有するものである。すなわち、光重合を開始
させるための開始剤を配合することによって、エネルギー線照射時に硬化反応を生じるも
のである。光重合開始剤（Ｃ）としては、特に限定されず、公知のものを使用することが
できる。
例えば、アセトフェノン、２，２－ジエトキシ－２－フェニルアセトフェノン、ｐ－ジメ
チルアミノプロピオフェノン、シクロロアセトフェノン、２－メチル－１－〔４－（メチ
ルチオ）フェニル〕－２－ｍｏｌホリノプロパン－１－オン、２－ベンジル－２－ジメチ
ルアミノ－１－（４－ｍｏｌホリノフェニル）－ブタノン－１等のアセトフェノン類、ベ
ンゾフェノン、２－クロロベンゾフェノン、ｐ，ｐ－ビスジエチルアミノベンゾフェノン
、Ｐ，Ｐ－ビスジエチルアミノベンゾヘェノン、４－ベンゾイル－４’－メチルジフェニ
ルサルファイド等のベンゾフェノン類、ベンジル、ベンゾイン、ベンゾインメチルエーテ
ル、ベンゾインイソブチルエーテル等のベンゾインエーテル類、ベンジルジメチルケター
ル等のケタール類、チオキサントン、２－クロロチオキサントン、２，４－ジエチルチオ
キサントン、２－イソプロピルチオキサントン等のチオキサントン類、アントラキノン、
２，４，５－トリアリールイミダゾール二量体、２，４，６－トリス－Ｓ－トリアジン、
２，４，６－トリメチルベンゾイルジフェニルホスフィンオキサイド等が挙げられる。ま
た、これらの２種以上を併用することもできる。
【００２０】
上記光重合開始剤（Ｃ）の配合量は特に限定されるものではないが、組成物不揮発分中の
3.0～10.0％であることが好ましい。このような範囲内のものとすることで、光重合反応
が良好に進行し、短時間で高品質の被膜形成を行うことができる。
【００２１】
本発明の美爪料は、更に、シリカ（Ｄ）を配合することが好ましい。シリカを配合するこ
とで、組成物の粘性を高めることができ、これによって、塗布作業を効率よく行うことが
できる点で好ましい。上記シリカ（Ｄ）としては、疎水変性されているものが好ましい。
疎水変性とは、シリカ表面に存在するシラノール基の水素原子がアルキル基等の疎水基に
置換されるこという。シリカ（Ｄ）の平均粒径が５～５００ｎｍであり、更に５～１００
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ｎｍであることが好ましい。
【００２２】
シリカ（Ｄ）は、組成物不揮発分中の５～１０重量％であることが好ましい。このような
範囲内のものとすることで、好適な粘性を組成物に付与できる点で好ましい。
【００２３】
本発明の美爪料は、更に、ウレタンアクリレートオリゴマー（Ｅ）を含有するものであっ
てもよい。ウレタンアクリレートオリゴマー（Ｅ）は、塗布後エネルギー線照射前の段階
において、樹脂被膜を良好に形成させる上で好ましい成分である。
【００２４】
上記ウレタンアクリレートオリゴマー（Ｅ）は特に限定されるものではなく、ウレタン結
合と不飽和結合とを有するものを使用することができる。具体的には、各種ジオール化合
物をジイソシアネート化合物と反応させ、その後、水酸基含有（メタ）アクリレートと反
応させて得られた化合物等を挙げることができる。
【００２５】
上記ウレタンアクリレートオリゴマー（Ｅ）は、その配合量を特に限定するものではない
が、組成物不揮発分中の３０～５０重量％であることが好ましい。このような配合割合と
することで、密着性と好的な粘性を得るという点で好ましい。
【００２６】
本発明の美爪料は、上述した水酸基含有（メタ）アクリレート（Ａ）やウレタンアクリレ
ートオリゴマー（Ｅ）に該当しないその他の（メタ）アクリレートを含有するものであっ
てもよい。必要に応じてその他の（メタ）アクリレートを配合することによって、被膜強
度、硬化性、粘性等の物性を調整することができる。
【００２７】
本発明の美爪料は、本発明の目的を阻害しない範囲で、美爪料において一般的に配合され
るその他の成分を配合するものであってもよい。配合する成分としては、例えば、着色顔
料、体質顔料、パール顔料等の色材、光増感剤等を挙げることができる。
【００２８】
美爪料を適用する際には、複層の組成物によって複数の層からなるネイル層を形成するこ
とがしばしば行われている。この場合、ベース層、マニキュア層、トップコート層といっ
た層を形成することが行われている。本発明の美爪料は、特にベース層を形成するための
組成物として好適に使用することができる。すなわち、爪との密着性が特に優れたもので
あることから、ベース層として使用すると、その効果が特に好適に発揮される。
【００２９】
本発明の美爪料をベース層の形成に使用した場合、マニキュア層、トップコート層も同様
の本発明の美爪料であってもよいし、マニキュア層、トップコート層はその他の組成の美
爪料を使用してもよい。
【００３０】
本発明の美爪料の適用方法は、従来のエネルギー線硬化タイプの一般的な美爪料と同様の
方法で適用することができ、例えば、塗布後、光源ＬＥＤ、波長４０２ｎｍ、６Ｗの条件
下で０．５～５分エネルギー線照射を行うことによって硬化することで適用することがで
きる。
【実施例】
【００３１】
以下に、実施例を挙げて本発明を説明するが、本発明はこれらの実施例によって何ら限定
されるものではない。
【００３２】
(実施例１、２及び比較例１～５)
以下の表１に示す配合で原料を混合することで、美爪料を調製した。
【００３３】
得られた美爪料を使用して、以下の工程で爪への処理を行った。手の爪に対し、美爪料を
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線照射を行い光硬化した。
 
このようにして得られた爪上の被膜に対して、以下の基準に基づいて評価を行った。
【００３４】
(塗工性)
塗工時の作業性を以下の基準に基づいて判断した。
〇：作業者の塗工において問題を生じることがなく、均一な被膜を容易に形成することが
できる。
△：作業者の塗工において、若干のムラを生じたが、基本的にはほぼ均一な皮膜を形成す
ることができた。
×：作業者の塗工において均一な被膜を形成することができず、爪からの液垂れや塗工ム
ラを生じた。
【００３５】
(硬化性)
硬化時の作業性を以下の基準に基づいて判断した。
〇：上述した条件での硬化によって、均一性高く充分な硬化が行われた。
△：上述した条件での硬化によって、一応の硬化が行われたが、ごくわずかに未硬化部が
存在した。
×：上述した条件での硬化によって、未硬化を生じ、良好な被膜を形成することができな
い。
【００３６】
(初期密着)
被膜と爪との密着性について、以下の基準に基づいて評価を行った。
〇：初期状態の密着性が良好であった。
×：初期状態でも力がかかると皮膜のハガレを生じた。
【００３７】
(硬度)
形成された被膜の硬度を以下の基準に基づいて判断した。
〇：鉛筆硬度2Ｂ以上である。
×：鉛筆硬度2Ｂ未満である。
【００３８】
（耐久性）
被膜と爪との耐久性について、以下の基準に基づいて評価を行った。
〇：初期状態と比し、2週間後の外観に変化が確認されなかった。
△：初期状態と比し、2週間後の外観に、剥離、白化等は生じなかったが、若干の曇りが
見られた。
×：初期状態と比し、2週間後の外観に剥離、白化などの異常が確認された。
【００３９】
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【表１】

【００４０】
上記表１の結果から、本発明の美爪料は、バランスのとれた優れた物性を有するものであ
ることが明らかである。
【産業上の利用可能性】
【００４１】
本発明の美爪料は、ネイルサンロンや個人によって使用されるマニキュア、ネイルアート
において使用することができる。
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